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貴庁頭書事件につき、被告ＪＥＲＡは、本準備書面において、令和７年９月８日

付け原告ら第７準備書面（以下「原告ら第７準備書面」という。）及び令和７年１２

月２０日付け原告ら第８準備書面（以下「原告ら第８準備書面」という。）に対して、

必要な範囲で反論を述べる。 

なお、略語の使用については、被告ＪＥＲＡがこれまでに提出した書面の例に倣

うこととする。 

 

第１ 原告らの主張の概要及び本準備書面の構成 

 

原告らは、原告ら第７準備書面及び原告ら第８準備書面において、被告ＪＥＲＡ

の主張に対して縷々反論を述べるが、その大半は、実質的には従前の主張を繰り返

すものであり、被告ＪＥＲＡがこれまでに提出した準備書面において行った反論が

妥当する。 

本準備書面においては、原告らの主張のうち、国際司法裁判所の勧告的意見（甲

Ａ２６の１。以下「ＩＣＪ勧告的意見」という。）に係る主張、及び、原告ら第８準

備書面「第５ 被告らの主張に対する反論」（７５～９６頁）における主張に対象を

絞り、それぞれ必要な範囲で反論する。 

 

第２ ＩＣＪ勧告的意見に係る主張について 

 

１ 原告らの主張の概要 

 

原告らは、原告ら第７準備書面及び原告ら第８準備書面「第３ ＩＣＪ勧告的意

見が示した重大な危害の発生防止義務の枠組み」（３０～５４頁）等において、ＩＣ

Ｊ勧告的意見の内容について縷々主張しているところ、その中で、ＩＣＪ勧告的意

見が示した国家の義務について、「本件被告らを含む歴史的にも現在及び今後も大
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量のＣＯ２を排出する企業も負っている義務であるといえる」（原告ら第８準備書面

６２頁）とし、「被告らは、ＩＣＪ勧告的意見が確認した国際法上の義務に基づき、

パリ協定が定める１．５℃目標の達成に適切に貢献できる水準まで、速やかにＣＯ

２排出を削減する義務を負う」（原告ら第８準備書面６５頁）と述べる。 

しかしながら、これらの主張は明らかな誤りである。 

 

２ 被告ＪＥＲＡの反論 

 

（１）ＩＣＪ勧告的意見は法的拘束力を有するものでもないこと 

 

前提として、そもそもＩＣＪ勧告的意見は法的拘束力を有するものではない。し

たがって、そもそも、ＩＣＪ勧告的意見は、被告ＪＥＲＡに限らず、いかなる主体

のいかなる法的義務を発生させる根拠にもなり得ない。このことは、原告らが自ら

提出した久保田泉氏作成の解説記事（甲Ａ３１）においても、勧告的意見に「法的

拘束力はありません」と繰り返し述べられていることからも明らかである（１頁、

２頁、３頁及び９頁）。 

 

（２）ＩＣＪ勧告的意見は個別の事業者の原告らに対する二酸化炭素排出削減義

務を発生させる根拠にはならないこと 

 

原告らも自認するとおり、ＩＣＪ勧告的意見は、あくまで「気候変動に関する国

家の義務」（原告ら第８準備書面４１頁）について述べるものであって、個別の事業

者の義務について述べるものではない。 

この点について、原告らは、ＩＣＪ勧告的意見が、気候変動対策に係る国家の義

務が「ｅｒｇａ ｏｍｎｅｓ」の義務であると指摘していることについて、「被告ら

を含む大量のＣＯ２を排出する企業もまた、この対世効的義務の名宛人に含まれる
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ことを意味する」（原告ら第８準備書面６４頁）と主張するが、これは明らかに誤り

である。 

すなわち、ＩＣＪ勧告的意見は、「ｅｒｇａ ｏｍｎｅｓ」について、次のよう

に述べている（太字・下線による強調は被告ＪＥＲＡ訴訟代理人による。）。 

「すべての締約国は、気候変動条約に定められた主要な緩和義務の保護に

法的利益を有し、他の国がこれらの義務を履行しない場合、その責任の履

行を怠った他国の責任を問うことができる。」（パラグラフ４４１） 

「気候変動緩和義務のような義務違反に対する責任は、そのような義務が

慣習国際法の下で生じている場合には、いかなる国も主張することができ

る。」（パラグラフ４４２） 

「救済措置の可能性に関しては、被害を受けた国または特別に影響を受け

た国と、被害を受けていない国との立場には違いがある。被害を受けてい

ない国は、集団的義務に違反した国に対して請求を行うことはできるが、

自身に対する賠償を請求することはできない。」（パラグラフ４４３） 

このように、ＩＣＪ勧告的意見が気候変動対策に係る国家の義務について「ｅｒ

ｇａ ｏｍｎｅｓ」の性質を有すると述べるのは、あくまでも国家が国家に対して

追及する国家を主体とする義務であるという趣旨であり、ＩＣＪ勧告的意見は、国

家を離れて個々の私人が義務の主体になるとは説いていない。 

したがって、ＩＣＪ勧告的意見において、気候変動対策に関する国家の義務が

「ｅｒｇａ ｏｍｎｅｓ」の性質を有すると述べられていることは、被告ＪＥＲＡ

を含む個別の事業者が原告ら個々人に対して二酸化炭素排出削減義務を負うとする

原告らの主張の根拠にはなり得ない。 

 

第３ 「第５ 被告らの主張に対する反論」（原告ら第８準備書面７５～９６頁）に

ついて 
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１ 被告ＪＥＲＡが指摘する判例に関する反論について 

 

（１）最判昭和４３年７月４日 

 

被告ＪＥＲＡは、不法行為の規定に基づいて将来の差止請求権が認められる余地

がないことを明らかにした判例として、最判昭和４３年７月４日集民９１号５６７

頁に言及した。 

これに対し、原告らは、当該判例はそもそも損害の存在自体が認められていない

事案に係る判断を示したものであって、「加害行為による損害が既に発生し、その加

害行為が継続し、又は継続されるおそれが十分に認められる場合についての判示で

はない」と主張する（原告ら第８準備書面８２頁）。 

しかしながら、現時点において、個々の原告一人一人に、法的保護に値する権利

または法律上の利益の侵害や、それと相当因果関係のある損害が発生していること

について、原告らは何ら具体的な主張立証を行っていない。また、原告らの請求は、

被告らの不法行為による将来の損害の発生を未然に防止するための差止請求である

以上、本件訴訟においても、現時点（口頭弁論終結時）で差止請求の根拠となる損

害が発生していないことに変わりはない。したがって、本件訴訟と最判昭和４３年

７月４日集民９１号５６７頁との事案の差異を指摘する原告らの主張は失当である。 

 

（２）令和５年神戸地裁判決及び令和７年大阪高裁判決 

 

原告らは、令和５年神戸地裁判決（乙３）及びその控訴審判決である令和７年大

阪高裁判決（乙１７）に関して、①「同判決は個別の石炭火力発電所の建設・稼働

差止めを求めた事案であり、電力セクター全体の大規模排出事業者１０社に対する

排出削減を求める本件とは請求の性質が異なる」こと、②「同判決後の２０２４（令
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和６）年７月、ＩＣＪは気候変動に関する勧告的意見を示し、気候系の保護が国際

法上の義務であることを明確にした」こと、③「刻々と科学的知見は深化しており、

気候変動と人権侵害の因果関係はより一層明確になっている」ことを指摘し、本件

とは事案を異にするから、その射程は本件に及ばないと主張する（原告ら第８準備

書面第５・４（２）ウ（８５～８６頁））。 

しかしながら、①まず、令和５年神戸地裁判決及び令和７年大阪高裁判決は、石

炭火力発電所建設等差止請求事件であることを根拠とする判断を示したものではな

く、当該事件の原告らの生命、身体、健康に被害が生ずる具体的危険が生じている

と認めることはできないことを理由としてその請求を斥けたのであり、その判示は

本件にも等しく妥当する。原告らは、請求の性質に係る形式的差異を指摘するのみ

で、それによって何故その判示の射程が本件に及ばないことになるかについては一

切説明していないから、その主張が失当であることは明白である。 

また、②前述のとおり、ＩＣＪ勧告的意見は、そもそも法的拘束力を有するもの

でもなく、国家の義務について述べたものであって私人の義務の発生根拠となるも

のではないから、個別の事業者の義務について判示した上記各裁判例の射程に影響

を及ぼすものではない。 

最後に、③原告らは本件において最近示された見解等についても縷々言及するが、

そのいずれも、以下に例示する令和５年神戸地裁判決の判示（令和７年大阪高裁判

決においても維持）の趣旨を覆す性質のものではない。 

「国際社会が目指す削減目標は、地球全体の温暖化を防止するためのもの

であるのに対し、原告らに生ずる被害の具体的危険性は、地球温暖化の影

響が原告ら個々人に実際に生ずることの具体性をもって判断すべきもので

あるから、地球全体の温暖化の危険性をもって、原告ら個々人に生ずる具

体的危険と同一視することはできない。」（乙３・９６頁） 

「ＣＯ２は、それ自体直ちに原告らの生命・身体に対する被害を生じさせ、
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又は生ずる高度の蓋然性をもたらすものではなく、地球温暖化による被害

の発生というのは、地球全体の大気中のＣＯ２濃度が上昇して地球全体の

温暖化が進行し、地球全体に影響を及ぼすことによるものであり、個々の

排出源からのＣＯ２の排出は、地球全体の温暖化に寄与するものではあっ

ても、大気汚染物質の場合のように、排出源から排出された有害物質が個々

の住民の身体に取り込まれることによって被害が生ずるというものとは異

なり、個々の被害との間に直接的な関係があるものではない。」（乙３・９

８頁） 

「地球温暖化の進行は、ＣＯ２の多様な人為的排出源の全てが寄与して生

じているのであるから、原告らに生ずるおそれのある被害を防止するため

のＣＯ２の排出削減方法も、どのような排出源からの排出をどの程度ずつ

削減するかによって多様なものがあり得るところであり、排出を削減すべ

き排出源やその削減量があらかじめ一義的に定まるわけではない。」（乙３・

９９～１００頁） 

したがって、令和５年神戸地裁判決及び令和７年大阪高裁判決の判示の射程が本

件訴訟に及ばないという原告らの主張は誤りである。 

 

２ 原告らの求釈明について 

 

原告らは、「被告ＪＥＲＡの２０１９年度における発電事業に伴う二酸化炭素排出

量（約１億２４５０万トン（乙５・８４頁））が占める割合はわずか約０．３７％」

であるという被告ＪＥＲＡの主張（被告ＪＥＲＡ準備書面（１）１５頁）に関して、

①世界全体に占める二酸化炭素排出量の割合の計算根拠を明らかにすること、②何

に対する割合かを明らかにすること、及び、③世界の排出量に対する累積排出量の

割合を計算根拠とともに明らかにすることを求めている（原告ら第８準備書面第５・
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５（２）（８７頁））。 

このうち、上記①及び②の点は、被告ＪＥＲＡ準備書面（１）１５頁に明記した

とおりであるが、念のため再言すると、２０１９年における世界のエネルギー起源

二酸化炭素排出量は３３６億トンであるところ（乙４）、これに対して、被告ＪＥＲ

Ａの２０１９年度における発電事業に伴う二酸化炭素排出量（約１億２４５０万ト

ン（乙５・８４頁））が占める割合は、わずか約０．３７％（＝１億２４５０万トン

÷３３６億トン×１００）である。 

また、上記③の求釈明については、そもそも原告らの主張するところの「世界の

排出量に対する累積排出量」が、いずれの期間における二酸化炭素排出量をいうの

か明らかではないし、この点を措くとしても、「世界の排出量に対する累積排出量」

は請求の趣旨並びにこれに係る被告ＪＥＲＡの義務の存否及び内容に関連しないか

ら、回答の必要性を見ない。 

 

３ 被告ＪＥＲＡの掲げる目標について 

 

原告らは、「被告らは２０５０年カーボンニュートラル等を掲げるものの、２０３

０年度・２０３５年度における削減目標は、そもそも定められていないか、あるい

は、パリ協定の１．５℃目標を達成するために科学的に必要とされる水準に達して

おらず、その実現のための適切な対策計画も見当たらない。ＩＥＡが先進国に対し

て求める石炭火力の２０３０年までのフェーズアウトにも対応していない。」と主

張する（原告ら第８準備書面８１～８２頁）。 

しかしながら、被告ＪＥＲＡは、「ＪＥＲＡゼロエミッション２０５０ 日本版ロ

ードマップ（ゼロエミッション実現に向けた移行計画）」において、①２０３０年度

の二酸化炭素排出原単位を、日本政府が示す長期エネルギー需給見通しに基づく、

国全体の２０３０年度の火力発電の排出原単位と比べて約２０％削減すること、及

び②２０３５年度の二酸化炭素排出量について２０１３年度比で６０％以上の削減
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を目指すことを目標として掲げており（乙１・２７頁）、二酸化炭素排出削減策を推

進している。 

被告ＪＥＲＡは、発電事業者として、電力の安定供給の確保、エネルギー安全保

障及び技術的可能性等の諸事情も踏まえた上で、これらの適切かつ合理的な計画を

作成・推進している。 

 

以 上 




